
し ¶

裁　　決 書

審査請求人
那須塩原

同代理人

処分庁　　　　 卜
那須塩原市共墾社108番地２
那須塩原市福祉事務所長｀生井　龍夫

上記審査請求人が平成24年３月27日に提起した上記処分庁の生活保護廃止決定に対す
る審査請求について、次のとおり裁決します。　　　　　　ダ　　∇

主　　　･ ’文　 … …

処分庁が平成24年２月13日付けで行った生活保護廃止決定処分（以下「本件処分」と
いう。）を取り消す。

理　　　　　 由

ｉ　事卜 実一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’I
処分庁は、平成24年２月13日付けで審査請求人（以下「請求人」という。）に対して、
生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「法」という。）第62条第３項の規定に基づ
く本件処分を行い、同14日に請求人宛て保護廃止決定通知書を手渡した。　　　　 、

２　審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、処分庁が請求人に対して行った本件処分を不服として、そ
の取消しを求める、というものである。
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３づ審査請求の理由
こ　本件審査請求の理由は、概ね次のとおりであり、請求人は、
分は違法、不当であると主張しているものと解される。

これらめ点から本件処

（1）齒査請求人㎜ （以下「主」という。）は、そもそも傷病により稼働能力がな
く、法第27条第１項に基づく就労指導は無効であるから、法第62条第３項に基づく
保護の廃止は違法である。

（2）処分庁は、請求人に対し、保護開始決定直後に法第27条第１項に基づく文書指導
を行っているが、主の病態等を十分に斟酌するごとなく、性急な就労指導を行った
ことは、処分庁の裁量権の逸脱・濫用であり、不当である、　　卜

（3）滄査請求人㎜ は 下「長女」という。）については√指導指示違反は軽微であ
Ｊ 、処分庁が、多少の違反があったところで保護廃止という重大な処分を行ったこ
とは比例原則違反であり、不当である。 ＼

４・処分庁の主張及び理由
処分庁の主張は、概ね次のとおりであり、本件審査請求を棄却する裁決を求める、

というものである。
（1）処分庁は; 平成23年I!月14日に受理し
に、主の病状に係る稼働状況について、「普通就
いたことから、稼働能力を有すると判断した。

院の医療要否意見書
労可」と記載されて

(2) 処分庁は、平成23年12月２日に、請求人に対して、法第27条第１項に基づく口頭
指導を行ったが、その後請求人から提出された求職活動状況報告書の内容から、求
大先への応募がなく、積極的な求職活動をしていないと判断し、同'19日に法第27条
第１項に基づく文書指導を行った。　　　　　　　　匸ノエ　　　ト
(3) 処分庁は、平成24年１月31日にケース診断会議を開催し、請求人は文書指導によ
り指示した求職活動を履行しておらず、自立に向けた努力を怠っていると判断し、
請求人に対して、法第62条第４項に基づく弁明の機会を付与することを決定した。
(4) 処分庁は、同年２月13日に、法第63条第４項に基づく弁明の機会をもうけ、請求
大に対して状況を聴取したが、指導内容を履行できなかったやむを得ない事情があ
ったとは認められなかづたため、同日レ ケース診断会議を開催し、法第62条第３項
に基づき、請求人の生活保護廃止を決定した。　　　　　　　　'　　 卜
(5匚以上、請求人は、処分庁の指導指示に理由もなく従わなかったのであるから、本
件処分は適正かつ正当である。　　　　　　　　　　　　　 ‥　　　　　　　　 二

５　認定事実及び判断　　　　　　　　　　　　　 十
（1）認定事実‘I　　　レ　　　　　∧　　 ダ　　　　　　　　 十

づア　請求人は、平成23年10月31日に処分庁に生活保護を申請した。
レイ　処分庁は、請求人の保護開始に当たってケース診断会議を開催し、請求人に対
して匐働能力の活用にむけ法第27条（物件では法第29条と記載されているが、当
庁は誤記と判断する。）による口頭指導を行う旨の指導方針を策定した。
ウ　処分庁は、平成23年11月24日に申請日に遡り｡請求人の生活保護開始決定処分を
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行った。
エ　処分庁は、平成23年12月２日に、保護開始に当たり請求人宅を訪問し、自立更
生計画書の苒提出及び長女の週１回以上の職業妛定所での職業相談及び求人先へ
の応募等を行う旨の法第27条第１項に基づく口頭指導を行った。同時に、長女に
対して3km 圏内の求人情報を提供した。　　　　　　　 ト
オ　処分庁は、請求人から提出された求職活動報告書の内容から、積極的な求職活
動がなされていないと判断し、平成23年12月19日に、請求人宅を訪問し、請求人
に対し、早期の就労自立、週２回以上の職業安定所での職業相談及び求人先への
応募等を行う旨記載した「生活保護法第27条による指導指示について」を手交し、
法第27条第１項に基づく文書指導を行った。

カ　処分庁は、平成24年２月13日に法第27条第４項に基づき請求人に弁明の機会を
付与し、事情を聴取し、同Ei、ケース診断会議を開催し、主については、職業安
定所における職業相談が低調であった点、週２回以上の求人先への応募等をしな
かづた点及び自立意思が極めて低いと判断される点により、長女については、=求
大先への面接が３件に止まっていた点により、指導指示違反に該当すると判断し、
同日、請求人の保護廃止決定処分を行った。

（2） 判 断 ………　 ：。　　　　・　　　　　。　　　　　　　　・。　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　・
法 第 ４ 条 に お い て 、｡「保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す る 者 が､’そ の 利 用 し 得 る 資 産 、 能 力 そ

の 他 あ ら ゆ る も の を 、 そ の 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 す る こ と を 要 件 と し

て 行 わ れ る 」二こ と/と な っ て い る 。… …

そ こ で 、 法 第60 条 に お い て 、「被 保 護 者 は 、 常 に 、､能 力 に 応 じ て 勤 労 に 励 み 、 支 出

の 節 約 を 図 り √ そ の 他 生 活 め 維 持 、 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 」 と さ れ 、 法 第27

条 第 １ 項 辷 お い て 、ご「保 護 の 実 施 機 関･は 、 被 保 護 者 に 対 し て 、 生 活 の 維 持 、 向 上 そ の

他 保 護 の 目 的 達 成 に 必 要 な 指 導 又 は 指 示 を す る と と が で き る 」 と し て い る 。

な か で も 、 法 第27 条 第 １ 項 に 基 づ く 指 導 指 示 は 、 法 第62 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

保 護 の 実 施 機 関 は 、 被 保 護 者 が こ れ に 従 わ な い 場 合 に お い て 、 保 護 の 変 更 、 停 止 又
¶　　　　　　　　　　　　　　　　･･　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　･‘

Ｉ は 廃 止 を す る こ と が で き る と さ れ 、 不 利 益 処 分 を 結 果 す る と い う 意 味 で 強 制 力 を 有

す る も め で あ る か ら4 そ の 決 定 に 当 た づ て は 、 当 該 指 導 の 妥 当 性 に つ い て 十 分 な 検

討 が 求 め ら れ る と と も に 、 そ の 手 続 き に 瑕 疵 が な い よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。

「生 活 保 護 行 政 を 適 正 に 運 営 す る た め の 手 引 に つ い て 」（平 成18 年 ３ 月30 日 付 け 社

援 保 発 第0330001 号 厚 生 労 働 省 社 会 ｉ 援 護 局 保 護 課 長 通 知 。 以 下 「手 引 」 と い う6 ）

の 皿 の １ の（1）で 、 法 第27 条 の 口 頭 指 導 を 行 う に 当 た っ て は 「生 活 上 の 義 務 、 届 出 義

務 及 び 能 力 活 用 等 に 関 し て 定 期 的 に 助 言 指 導 を 行 っ て も そ の 履 行 が 十 分 で な く 、 法

第27 条 に よ る 指 導 指 示 が 必 要 で あ る 場 合 に は 、 処 遇 方 針 、 ヶ － ス 記 録 、 挙 証 資 料 、

指 導 の 経 過 等 を 踏 ま え 、 組 織 と し て 対 応 を 協 議 す る 」 こ と と さ れ て お り 、 定 期 的 な

助 言 指 導 が 行 わ れ て い る こ と を 前 提 と し て い る 。

ま た 、 手 引 豆 の １ の（2）で 、 法 第27 条 の 文 書 指 導 を行 う に 当 た り 、「一 定 期 間 、 口

頭 に よ る 指 導 指 示 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、 目 的 が 達 成 さ れ な か ら た と き 、 又 は 達

成 さ れ な い と 認 め ら れ る と き に 文 書 に よ る 指 導 指 示 を 行 う 」 こ と と さ れ て お り 、 ２
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定期間における口頭指導が行われていることを前提としている。この場合の「一定
期間」がどの程度を規定するかについては、法及び通知においては特段言及されて
はいないものの、栃木県保健福祉部医事厚生課発行の「生活保護のてびき」では、
就労指導の場合、「口頭指導後１～３ヶ月をまってもなお指導に従わない場合に文書
指導を検討」すると示されており、少なくとも ］レヶ月程度は口頭指導の期間を設定
し、必要な指導援助を行うべきでものであると解される。
また、稼働能力については、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和

38年４月１日付け社発第246 号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）の
第４において、「稼働能力があるか否かめ評価については、年齢や医学的な面からの
評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、そ
れらを客観的かつ総合的に勘案して行うこと」とされている。
更に、稼働能力のある者に対して指導指示を行う場合、手引のｎの３の（1）におい

て、本人の現状の確認について、「本人の訴え、嘱託医・主治医からの意見、ケース
ワーカーからみた生活実態、稼働実態、医療要否意見書、レセプト等＼（３～６ヶ月）
から現状を確認し、ケース診断会議において稼働能力を判定」し、更に傷病を理由
に指導に応じない者に対しては、法第28条第１項に基づき検診命令を行う必要があ

るとされている。　　　　　　／。　　　　　　●　　　　　　　　　　　　４　･　　　　　　　　　　Ｉ ●

以 上 の 観点 かち 本 件 審 査 請 求 につ い て み る と 、 前記認 定E事実 に よ れ ば 、 処 分庁 は
保 護 開 始 決定 時 か ら、 請 求 人 に対 し て 法 第27 条 によ る 指 導 を 想定 し た 指 導 方 針 を 決

定 して お り 、当 該 指 導 に至 る まで の定 期 的な 助 言 指 導 を行 わな い ま ま 、平 成23 年12

圧2 日 に 請 求 人 に 法 第27 条 第 二L=項 に 基づ く 口 頭 指 導を 行 い 、 更 には 、/そ の17 日｡後の

平 成23 年12 月19 日 に 文 書 指 導 を 行 っ て お り 、j口 頭 指 導か ら一 定 期 間を 設 定 す る こと

な く 文 書指 導 に至 っ て い る。　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　 ＼
‥ 更 に 言 及 す れ ば 、 主 に対 す る 法 第27 条 第 １項 に 基づく 文 書 指 導 事 項は 、 長 女 と 同
様 の週 ２ 回以 上 め 職業 安 定 所で の 職 業 相 談 及 び 週 ２回以 上 の 求 人 先 へ の応 募等 と な

って い るが 、 口 頭 指 導 を 経 ず に 文 書 指 導 に至 っ て い るこ と か ら 、 行 政 手続 上 の 瑕 疵

が 認 め られ、適 法 性 を 欠い て い る。　　 。’
前 述 し た とお り 、 法 第27 条 第 １ 項 に基 づ く 指 導 指 示は 、 保護 の変 更 、 停 止 又 は 廃

止 の不 利 益 処分 を 結 果 す る とい う意 味で 強 制 力 を 有 す る もの で あ るか ら 、 実 施 機 関

にお い て 、そ の指 導 に当 た っ て は 十 分な 検 討 が な さ れ る べき も ので あ る こ と 、 更 に
は 口 頭 指 導 か ら 文 書 指 導 に 至 る まで に一 定 期 間 を 設 定し た 上で 、 指導 指 示 事 項 の 履

行 状 況 の把 握 に 終 始 す る こ とな く 、 処 分 庁 に は 積 極 的な 援 助 と効 果 的な 指 導 を行 う

とと が 求 め られ る べき と こ ろ 、 求 人 情 報 を 長 女 に 提 供し た に 止 ま り 、 自立 支 援 プ ロ

･グ ラ ム へ の 参加 の 推 奨 、 生 業 費 、 技 能 習 得 費、 そ の 他他 法 他 施 策 の 活用 な ど 具体 的

な 支 援 につい て 検 討 さ れた 経 緯 は見 当た らな い 。
し た が っ て 、 処 分 庁 の請 求 人 辷対 す る 法 第27 条 第 １ 項 に 基づ く指 導 指示 は 、 十 分

な 検 討 を行 わ ず 、 性 急 に 過 ぎた 決定 で あ り 、 裁 量 権 を逸 脱し た不 当 な も の で あ っ た

と 認 め ら れるO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　。
加 え て 、 主 の稼 働 能 力 に つ い て 、 処 分 庁 は 、 要 否意 見 書 にお け る主 治 医 の 「軽就
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労可｣ との記載から稼働能力を有すると判断し、法第27条第１項による文書指導を
行っているが、本来であれば、手引ｎの３の(1)のウのとおり、検診命令により、改
めて稼働能力を判定する必要があった。　　　　　　 つ
主の就労歴について、当庁が物件により確認したところ、主は、福島県南相馬市

福祉事務所におけしる保護受給中、数年間弱電関係の事業所で就労し、その後10年近
く、同種の弱電関係の内職業務に従事していた。その間、十数回入退院を繰り返し
ており、主が交通事故に遭った平成22年８月から平成23年４月の保護廃止までの間、
就労指導に関する記録はない。　　　　　　　　　　 一
主の職歴・病状等を勘案すれば、法第27条による文書指導を行う前に検診命令を

行うなど√処分庁は主の稼働能力について十分に検討すべきであったし、仮に稼働
能力を有しているとしても、主の就労歴及び健康状態を斟酌した具体的な支援がな
されるべきであった。＼　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
法第１条に規定されているように√生活保護制度は、｡被保護者に対して必要な保

･1　1　　　　　　　　　　　　・護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と
している。保護の実施機関は、被保護者に対して必要最低限の指導を行うとともに、
自立助長に向けた支援を行う責務を負い、法の趣旨に即し、被保護者の個々の状況
に応じた具体的かづ効果的な助言指導及び支援を行うことが求められる。その指導
は、保護の変更lj停止文は廃止を目的としたものであってはならず、指導する場合
においても瑕疵のない手続きが求められるところ、j本件処分は法の趣旨を逸脱し、
著しく妥当性を欠いたものであり、その余の点を判断するまでもなく、不当である
と認められる。　　 ＼　　　　　　　　　 ＼

以上、本件審査請求には理由があるから、行政不服審査法( 昭和37年法律第160号)
第40条第３項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成24年７月３日
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